
委任契約書（条項）        20170720 改訂 

 

依頼者を甲、受任弁護士らを乙として、次のとおり委任契約の条項を定める。 

 

第１条（事件等の表示と受任の範囲） 

 甲は乙に対し下記事件（以下「本件事件」という。）の処理を委任し、乙はこれを受任した。 

① 事件件の表示 

事件名：株式会社ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝに対する個人情報漏えいに関する損害賠償請求事件 

相手方：株式会社ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 外 

②  受任範囲 

：訴訟代理（一審，控訴審，上告審）、 

漏えいした個人情報の流出先の確認・削除請求等の交渉 

③ 請求額 

 未成年者：金 100,000 円（損害賠償金 90,000 円+弁護士費用金 10,000 円） 

 成人：金 50,000 円（損害賠償金 45,000 円+弁護士費用金 5,000 円） 

 上記は状況に応じて金額の内訳の変更、提訴前の請求額の減額あるいは提訴後の請求額の拡

張を行うことがある。 

第２条（弁護士報酬，実費・預り金） 

 甲及び乙は、本件事件等に関する弁護士報酬及び訴訟の実費につき、以下のとおり合意した。 

報酬金：判決で認められた弁護士費用を消費税込みの報酬として受領する。 

和解の場合には、裁判所の勧告・意見あるいは和解調書の記載等により弁護士費用と

して認められた金額を消費税込みの報酬として受領する。 

  実 費：勝訴あるいは和解により回収した金員より精算するものとし、敗訴した場合には依頼

者に請求しないものとする。 

 報酬金・実費の支払時期は，本件事件の処理が終了したときとする。 

第３条（事件処理の中止等） 

１．甲が弁護士報酬又は実費等の支払を遅滞したときは、乙は本件事件の処理に着手せず、又

はその処理を中止することができる。 

２．前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 

第４条（乙の辞任等） 

  １．以下の場合，乙は，甲の承諾を得ずに、辞任または訴訟を取り下げることができる。 

   ①甲の住居が不明となった場合。 

   ②甲指定の連絡先に連絡したにもかかわらず，２週間以上連絡が取れなくなった場合。 

   ③甲が独断で示談もしくは和解をした場合。 

   ④その他信頼関係が損なわれたと乙が判断した場合。 

  ２．前項の場合には，乙は，すみやかに甲にその旨を通知しなければならない。ただし，乙は

甲指定の住所に普通郵便を発信すればたりるものとする。 

第５条（弁護士報酬の相殺等） 

１．甲が弁護士報酬又は実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務と相殺し、又は

本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないことができる。 

２．前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 

第６条（中途解約の場合の弁護士報酬の処理） 

 本委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任又は継続不能により中途で終了したときは、

乙の処理の程度に応じて清算を行うこととし、処理の程度についての甲及び乙の協議結果にもと

づき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還又は支払を行うものとする。       以 上 



委任契約書（署名押印欄）     20170720 改訂 

甲及び乙は、委任契約書（条項）第１～６条の内容を十分理解したことを相互に確

認し、その成立を証するため本契約書を作成する。 

平成  年  月  日 

※ 住民票のとおり正確に記載してください。 

甲（依頼者）住所（〒     ）                      

氏名
ふりがな

（本人）                    ㊞ 

法定代理人 親権者（氏名
ふりがな

）            ㊞ 

法定代理人 親権者（氏名
ふりがな

）            ㊞ 

※ 訴訟委任状と同様に成人の場合は委任者が署名押印し、委任者が未成年者の場合は、未成年者の氏名を記

入し、親権者１名のときはその方が（下段は空欄）、親権者２名のときは２名ともに署名押印して下さい。 

※ 成年・未成年の区別は、提訴予定日である平成 29 年９月１日を基準にしてください。（それ以前に成人す

る方は成人としてご記載ください。（成人として記載する場合、戸籍謄本は不要です。） 

※ 原告になる方は原則としてベネッセから届いた通知書の「対象の方のお名前」欄に氏名が記載されていた

方およびその保護者の方です。（その他の方で参加を希望される方は個別にお問い合せください。） 

※ 下記空欄にもご記入下さい（①～⑥は必須）。家族共通の場合、④～⑥は省略可。 

① 本人の生年月日 □昭和・□平成  年  月  日生まれ 

② 年   齢  満   歳（※平成 29年 9月 1 日時点の満年齢） 

③ 性   別  □男・□女 

④ 連 絡 先（電話番号）                 ※ 必ず複数記載 

連 絡 先（携帯電話番号）                

連 絡 先（その他）                   

⑤ メールアドレス １                  ※ 必ず複数記載 

メールアドレス ２                   

⑥ 送金口座 銀行・支店                

       預金種別・口座番号                

       口座名義                

⑦ ＩＤ（通知書記載の「ご登録用コード」）または（ＩＤが分からない方は）ベネ

ッセの会員番号                （大きくはっきりと記入） 

 ※情報漏えいの通知書のコピーを同封いただく場合は、上記⑦の記載は不要です。 

⑧ 登録時・漏えい時の住所・氏名が現在のものと異なるときは、旧住所・旧姓を

記載してください。（複数記載可）                     

                                    

                                    

乙（受任弁護士） ※ 乙は弁護団団長 弁護士 笠井収が代表して押印します。 

〒160-0022 東京都新宿区新宿２丁目１１番７号 第３３宮廷ビル１００３号室 

笠井・金田法律事務所 

弁護士  笠 井  收       ㊞ 

弁護士  金 田  万 作 

東京都新宿区四谷１－９－３ 新盛ビル７階 

フォレストウォーク法律事務所 弁護士 森 哲也・同 國吉 歩 

東京都新宿区舟町１－１８ロイクラトン四谷６Ｆ－Ｂしおん総合法律事務所 弁護士 庄野信 



                              

                 印  印 

訴訟委任状 

平成  年  月  日 

 

住 所   

委任者                      ㊞ 

           法定代理人 親権者              ㊞ 

           法定代理人 親権者              ㊞ 

     ※ 委任者が、成人の場合は委任者欄に署名押印し、未成年者の場合、親権者１名のとき

は親権者１名が署名押印、親権者が２名のときは２名が共に署名押印してください。 

 私は，次の弁護士らを訴訟代理人と定め下記事件に関する各事項を委任します。 

 

〒160－0004  東京都新宿区四谷１－９－３ 新盛ビル７階 

フォレストウォーク法律事務所 

TEL 03－5368－2265・FAX 03－5368－2275 

弁護士  國 吉  歩   弁護士  森    哲 也      

〒160-0022 東京都新宿区新宿２丁目１１番７号 第３３宮廷ビル１００３号室 

笠井・金田法律事務所 

TEL 03-3356-7617・FAX 03-3356-8155 

弁護士  笠 井  收   弁護士  金 田  万 作    

〒160-0006 東京都新宿区舟町１－１８ ロイクラトン四谷６Ｆ－Ｂ 

しおん総合法律事務所 

TEL 03-5379-8322・FAX 03-5379-8323 

弁護士  庄 野  信        

記 

【事件の表示】 裁判所  東京地方裁判所 

事件名  損害賠償請求事件 

相手方  株式会社ベネッセコーポレーション 外 

【委任事項】 

１ 原告がする一切の行為を代理する権限 

２ 反訴の提起 

３ 訴えの取下げ，和解，請求の放棄若しくは認諾又は訴訟参加若しくは訴訟引受けに

よる脱退 

４ 控訴，上告若しくは上告受理の申立てまたはこれらの取下げ、その他控訴人、被控訴

人、上告人、上告受理申立人、相手方としてなすべき一切の権限 

５ 復代理人の選任，弁済受領，供託物及び利息利札の払渡請求並びに受領 

６ その他本件に関する一切の行為 



                              

 
 印 

訴訟委任状 

平成  年  月  日 

 

住 所   

委任者                      ㊞ 

           法定代理人 親権者              ㊞ 

           法定代理人 親権者              ㊞ 

     ※ 委任者が、成人の場合は委任者欄に署名押印し、未成年者の場合、親権者１名のとき

は親権者１名が署名押印、親権者が２名のときは２名が共に署名押印してください。 

 私は，次の弁護士らを訴訟代理人と定め下記事件に関する各事項を委任します。 

 

〒160－0004  東京都新宿区四谷１－９－３ 新盛ビル７階 

フォレストウォーク法律事務所 

TEL 03－5368－2265・FAX 03－5368－2275 

弁護士  國 吉  歩   弁護士  森    哲 也      

〒160-0022 東京都新宿区新宿２丁目１１番７号 第３３宮廷ビル１００３号室 

笠井・金田法律事務所 

TEL 03-3356-7617・FAX 03-3356-8155 

弁護士  笠 井  收   弁護士  金 田  万 作    

〒160-0006 東京都新宿区舟町１－１８ ロイクラトン四谷６Ｆ－Ｂ 

しおん総合法律事務所 

TEL 03-5379-8322・FAX 03-5379-8323 

弁護士  庄 野  信        

記 

【事件の表示】 裁判所  東京高等裁判所 

事件名  損害賠償請求控訴事件 

相手方  株式会社ベネッセコーポレーション 外 

【委任事項】 

１ 原告がする一切の行為を代理する権限 

２ 反訴の提起 

３ 訴えの取下げ，和解，請求の放棄若しくは認諾又は訴訟参加若しくは訴訟引受けに

よる脱退 

４ 控訴，上告若しくは上告受理の申立てまたはこれらの取下げ、その他控訴人、被控訴

人、上告人、上告受理申立人、相手方としてなすべき一切の権限 

５ 復代理人の選任，弁済受領，供託物及び利息利札の払渡請求並びに受領 

６ その他本件に関する一切の行為 



                              

                 印  印 

訴訟委任状 

平成  年  月  日 

 

住 所   

委任者                      ㊞ 

           法定代理人 親権者              ㊞ 

           法定代理人 親権者              ㊞ 

      ※ 委任者が成人の場合は委任者欄に署名押印し、未成年者の場合は親権者１名の場合

は親権者１名が署名押印、親権者が２名の場合は２名ともに署名押印してください。 

 私は，次の弁護士らを訴訟代理人と定め下記事件に関する各事項を委任します。 

 

〒160－0004  東京都新宿区四谷１－９－３ 新盛ビル７階 

フォレストウォーク法律事務所 

TEL 03－5368－2265・FAX 03－5368－2275 

弁護士  國 吉  歩   弁護士  森    哲 也      

〒160-0022 東京都新宿区新宿２丁目１１番７号 第３３宮廷ビル１００３号室 

笠井・金田法律事務所 

TEL 03-3356-7617・FAX 03-3356-8155 

弁護士  笠 井  收   弁護士  金 田  万 作    

〒160-0006 東京都新宿区舟町１－１８ ロイクラトン四谷６Ｆ－Ｂ 

しおん総合法律事務所 

TEL 03-5379-8322・FAX 03-5379-8323 

弁護士  庄 野  信        

記 

【事件の表示】 裁判所  最高裁判所 

事件名  損害賠償請求上告事件・損害賠償請求上告受理申立事件 

相手方  株式会社ベネッセコーポレーション 外 

【委任事項】 

１ 原告がする一切の行為を代理する権限 

２ 反訴の提起 

３ 訴えの取下げ，和解，請求の放棄若しくは認諾又は訴訟参加若しくは訴訟引受けに

よる脱退 

４ 控訴，上告若しくは上告受理の申立てまたはこれらの取下げ、その他控訴人、被控訴

人、上告人、上告受理申立人、相手方としてなすべき一切の権限 

５ 復代理人の選任，弁済受領，供託物及び利息利札の払渡請求並びに受領 

６ その他本件に関する一切の行為 


